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平成２０年１１月２５日 

株式会社山梨中央銀行 
 
 

個人年金保険および医療保険における取扱商品の追加について 
 
 

  株式会社山梨中央銀行（頭取 澤   敏久）は、お客さまの利便性の向上を図るとともに、保険
に関する幅広いニーズにきめ細かくお応えするため、下記の個人年金保険商品と医療保険商品を

追加いたします。 
 

記 
１． 追加商品 
（１）個人年金保険 

商 品 名：「年金果実」 
（５年ごと利差配当付一時払変額個人年金保険（超過給付金型） 

       【年金受取総額保証（１５年）特約付】 
引受保険会社：明治安田生命保険相互会社 

（２）医療保険 
商 品 名：「きらめき新医療保険」 

新医療保険（低解約返戻金特則付）無配当 
引受保険会社：三井住友海上きらめき生命保険株式会社 

 
２． 取扱開始日 

平成２０年１１月２７日（木） 
 
３．商品の主な特徴 

個人年金保険 
「年金果実」 

①積立金額が運用の目標値（基本保険金額の１１０％）に達するたび

に、基本保険金額（１００％）を超える金額を「超過給付金」とし

て何度でもお受取りいただけます。（目標値に達しても運用は継続

します。） 

※「超過給付金」は契約日の１年経過後から（年金開始日前の３ヵ

月間を除く）お受取りが可能です。 

②運用が不調でも年金受取総額で基本保険金額の１００％を最低保

証します。超過給付金を受け取っても、年金受取総額の最低保証が

減ることはありません。 

 ※年金受取総額の保証が適用される場合、年金支払期間は１５年に

変更されます。（年金支払期間を５年または１０年としている場

合） 

③日本を含む世界の資産にバランスよく分散投資を行い、リスクを抑

えながら、中長期的な成果をめざします。 

④万一の場合の死亡給付金は、基本保険金額（一時払保険料）を最低

保証します。 
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医療保険 
「きらめき新医療保険」 

①先進医療の自己負担分を保障します。 

②保険料はかわらず、保障は一生涯続きます。 

③日帰り入院でも５日分の入院給付金をお受取りいただけます。 

④万一のとき、死亡給付金（解約返戻金相当額）をお受取いただけます。 

⑤女性専用保障（レディースプラン）を付加することができます。 

 
 
４．商品の内容およびリスクについて 
    追加する商品の内容およびリスク等については、別紙をご覧ください。 
 
５．取扱店 

全店（ローンスクエア甲府支店、リバーシティ出張所を除きます。） 
 
当行では、今後とも、よりお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいり

ます。 
 
 

株式会社 山梨中央銀行 
登録金融機関 関東財務局長（登金）第４１号 

加入協会 日本証券業協会 
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＜追加する商品の概要＞ 
１． 個人年金保険 

項 目 内 容 

商品名 

年金果実 

(正式名称)５年ごと利差配当付一時払変額個人年金保険(超過給付金型)

【年金受取総額保証（１５年）特約付】 

商品形態 一時払変額個人年金保険 

引受保険会社 明治安田生命保険相互会社 

解約返戻金 積立金額でのお支払いとなり、最低保証はありません。 

年金受取額 
一括受取の場合：基本保険金額の９０％を最低保証します。 

年金受取の場合：基本保険金額の１００％を最低保証します。 

死亡給付金額 
被保険者が年金開始日前に亡くなられた場合、死亡日の積立金額と基本保

険金額のいずれか大きい金額を死亡給付金としてお支払いします。 

保 

険 

料 

災害死亡給付金 

被保険者が年金開始日前に不慮の事故により１８０日以内に亡くなられた

場合、または特定の感染症により亡くなられた場合、死亡給付金額に基本

保険金額の１０％を加算した災害死亡給付金をお支払いします。 

保険料払込方法 一時払のみです。 

年金受取方法 

確定年金５・１０・１５年 

※年金開始日前日の積立金額が基本保険金額を下回る場合は、１５年確定

年金になります。 

投資リスク 

一時払保険料から契約初期費用を控除した金額を特別勘定で運用し、特別

勘定を構成する投資信託の運用実績等に応じて積立金額、将来の年金年額

等が増減します。そのため国内外の有価証券（株式や債券）の価格下落や

為替相場の変動等により、投資信託の基準価額が下がった場合、積立金額、

解約返戻金額が基本保険金額（一時払保険料）を下回る可能性があり、損

失が生じるおそれがあります。 

契約者(被保険者)年齢 
５・１０年確定年金：０～７５歳 

１５年確定年金  ：０～７０歳 

据置期間 １０年間 

年金受取開始年齢 
５・１０年確定年金：１０～８５歳 

１５年確定年金  ：１０～８０歳 

一時払保険料 
２００万円以上３億円以下（明治安田生命の変額個人年金通算） 

（１０万円単位） 

特別勘定の概要 
グローバル・バランスファンド（日本株式２０％、外国株式２５％、 

日本債券３５％、外国債券２０％） 

対象です。 

クーリングオフ 

お申込者またはご契約者は、契約のお申込日からその日を含めて８日以内

であれば、明治安田生命への書面（封書）により、契約のお申込みの撤回、

またはご契約の解除をすることができます。この場合には、お申込金額を

全額返金いたします。 

契約初期費用 基本保険金額に対して５．０％ 

保険契約関係費 特別勘定の資産総額に対して年率２．６５０％ 

資産運用関係費 

投資信託の純資産総額に対して年率０．２９４％（税込） 

※資産運用関係費は、投資する投資信託の信託報酬の他、信託事務の諸費

用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金がかかります（信

託報酬以外のこれらの諸経費等は特別勘定から控除されるため、ご契約

者は間接的に負担することとなります）。また、これらの諸経費等につい

ては、投資信託委託会社における運用により発生し、その運用方法によ

って変動するため、費用の発生前にその費用の額や割合等を提示するこ

とはできません。なお、資産運用関係費については、運用手法の変更等

により将来変更される可能性があります。 

顧 

客 

負 

担 

費 

用 

保険契約関係費 

(年金支払期間中) 
年金年額に対して１．０％ 

（別紙１）
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２．医療保険 

項 目 内 容 

商品名 きらめき新医療保険 

引受保険会社 三井住友海上きらめき生命保険株式会社 

保険料払込期間 終身払、有期払とも可能です。 

保険期間 終身 

契約年齢 ０～７５歳 

入院給付金プラン ５，０００円、８，０００円、１０，０００円 

災害入院給付金 

＜お支払事由＞ 

責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害により、その事故の日からその

日を含めて１８０日以内に１日以上入院されたとき。 

＜お支払額＞ 

１回の入院につき 

入院日数が１日以上５日以内の場合：入院給付金日額×５日分 

入院日数が６日以上の場合：入院給付金日額×入院日数 

疾病入院給付金 

＜お支払事由＞ 

責任開始期以後に発生した疾病により１日以上入院されたとき。 

＜お支払額＞ 

１回の入院につき 

入院日数が１日以上５日以内の場合：入院給付金日額×５日分 

入院日数が６日以上の場合：入院給付金日額×入院日数 

手術給付金 

＜お支払事由＞ 

責任開始期以後に発生した疾病または傷害により約款所定の手術を受けられたと

き。 

＜お支払額＞ 

手術１回につき 

入院給付金日額×給付倍率 

（手術の種類により、４０倍、２０倍、１０倍） 

（一部の手術を除き回数は無制限） 

死亡給付金 

＜お支払事由＞ 

死亡されたとき。 

＜お支払額＞ 

被保険者が死亡された日における解約返戻金相当額 

保
障
内
容 

先進医療給付金 

＜お支払事由＞ 

責任開始期以後に発生した疾病または傷害により約款所定の先進医療による療養

を受けられたとき。 

＜お支払額＞ 

被保険者が負担した次の費用 

（１）先進医療にかかわる技術料 

（２）先進医療を受けるために必要とした先進医療を受ける病院または診療所ま

での交通費の額 

    ※先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は８０歳満了となります。 

レ
デ
ィ
ー
ス 

プ
ラ
ン 

女性疾病入院給付金 

＜お支払事由＞ 

責任開始期以後に発病した約款所定の特定疾病により１日以上入院されたとき。

＜お支払額＞ 

 １回の入院につき 

入院日数が１日以上５日以内の場合：女性疾病入院給付金日額×５日分 

入院日数が６日以上の場合：女性疾病入院給付金日額×入院日数 

１入院限度 
支払限度の型により 

３０日、６０日、１２０日、１８０日、１，０９５日 支払日数 

通算入院限度 １，０９５日（三大疾病による入院の場合は無制限） 

（別紙２）
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＜「年金果実」の主な投資リスク＞ 
 

①価格変動リスク 
株式、債券や投資信託等の有価証券に対して投資する特別勘定では、有価証券の市場価

格の変動を反映するため、積立金額が一時払保険料を下回り、保険契約者が損失を被る

可能性があります。 
 
②金利変動リスク 
  債券や投資信託等の有価証券に対して投資する特別勘定では、政策金利や市場金利が変
動することにより公社債等の価格が変動するため、積立金額が一時払保険料を下回り、

保険契約者が損失を被る可能性があります。 
 
③為替変動リスク 
外貨建資産に対して投資する特別勘定では、運用資産の評価に使用する為替レートが変

動することにより外貨建資産の価格が変動するため、積立金額が一時払保険料を下回り、

保険契約者が損失を被る可能性があります。また、為替ヘッジを行う場合、円とヘッジ

対象通貨との金利差相当額分のヘッジ・コストがかかります。 

 
④信用リスク 
債券や投資信託等の有価証券に対して投資する特別勘定では、それらの発行体が、経営

状況および財務状況の悪化や倒産等の理由により、利息や償還金をあらかじめ定められ

た条件で支払うことができなくなることがあるため、積立金額が一時払保険料を下回り、

保険契約者が損失を被る可能性があります。 

 

⑤流動性リスク 

 株式、債券や投資信託等の有価証券に対して投資する特別勘定では、流動性の低い株式

や債券を売買する場合、売買を希望する時期に市場実勢から期待される適正な価格や希

望する数量で売却できないことがあるため、積立金額が一時払保険料を割り込み、保険

契約者が損失を被る可能性があります。 

 

⑥カントリーリスク 

海外の株式、債券や投資信託等の有価証券に対して投資する特別勘定では、それらの投

資対象国の政治・経済・社会状況の不安定化に伴う金融・証券市場の混乱により、投資

対象国の資産価格が大きく変動することがあるため、積立金額が一時払保険料を割り込

み、保険契約者が損失を被る可能性があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別紙３）
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＜個人年金保険の留意点＞ 

 

①商品の詳細については、専用のパンフレットおよび「契約締結前交付書面（契約概要／

注意喚起情報）」をご確認ください。また、ご契約の際には、「ご契約のしおり・約款」

および「特別勘定のしおり」等をご確認ください。 

②個人年金保険は、預金商品ではなく、預金保険の対象ではありません。 

③個人年金保険は、当行を募集代理店とする引受保険会社の商品であり、契約の主体はお

客さまと保険会社になります。 

④中途解約された際の解約返戻金額や変額年金保険における年金原資やお受取金額は、運

用実績等により一時払保険料を下回ることがあります。 

⑤引受保険会社が経営破綻した場合の取扱い等の保険契約に関するリスクについては、生

命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、こ

の場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付額等が削減されることがあります。 

 
 

＜医療保険に関する注意事項＞ 

①本商品の詳細につきましては、「パンフレット」「契約概要・注意喚起情報」「ご契約の

しおり・約款」をご確認ください。 
②本商品は三井住友海上きらめき生命を引受保険会社とする生命保険です。預金ではござ

いませんので、預金保険の対象ではありません。 
③お客さまの健康状態やお仕事の内容などによっては、お申込みをお引受けできない場合

があります。 

（別紙４）


